
ファイザー社のワクチンは、連休
明けからは順調に日本に供給される
と政府は発表しています。自治体の
ワクチン接種スケジュールは、政府
の発表を前提に計画されていますが、
欧州からの輸入は貨物飛行機一便ご
とに欧州委員会の承認が必要で、日
本への輸出を承認することを前提と
しています。欧州委員会は域内での
感染症が広がったことで、戦略物資
であるワクチン輸出を１月３０日か
ら許可制にしました。また、供給量
が大幅に増えるのは、この４月、ド
イツにワクチン工場が新設されたの
で、その生産余力が日本に振り向け
られるからなのです。
日本での新型コロナウイルス感染
症の死亡者は米国や欧州に比べ圧倒
的に少なく医療崩壊も３波までは起
こっていなかったので、ワクチンが

ワクチン開発、
「２０２１年日本の敗北」

滞っていることが顕在化しませんで
した。しかし、もし医療崩壊が起き
て死亡者数が跳ね上がっていたとし
たら、日本は国民の生死を欧州委員
会のワクチンの輸出許可に委ねてい
ることも顕在化していたと思います。
米国、英国、中国、ロシアは、ワク
チンを自主開発しています。
３０年前、湾岸戦争で日本は１３
０億ドル（１兆８千億円）もの資金
を拠出しましたが、助けたクエート
がワシントンポスト紙の一面を使っ
て感謝を示した広告の中に、日本は
含まれていませんでした。国際社会
のルールと日本の対応の本質に迫っ
たノンフィクションが、手嶋龍一氏
の著作で「１９９１年日本の敗北」
です。今回、他国から多額（少なく
とも７３００億円）の費用を払って
ワクチンを購入し、自国民の生死を

他国に委ねざるを得なかったこの事
態は、「２０２１年日本の敗北」です。

同じタイミングでの接種が
国の責務

１５年前、当時国立感染症研究所
の研究員であった岡田晴恵先生と知
り合い、新型感染症について国会で
取り上げています。２００６年１１
月８日、私は衆議院厚生労働委員会
で新型インフルエンザ対策に関して、
次のように発言しました。「例えばあ
る国でヒト・ヒト感染のフェーズ４
になった。ワクチン開発のためにそ
の新型ウイルス株が同タイミングで、
日本、アメリカ、イギリスに送られた。
３ヶ月、半年後に、アメリカでもイ
ギリスでもワクチンの投与が始まっ
た。日本ではできていない。私が政
府でしたら一刻も早く負けないよう
に開発したいと思います。国民の不
満を起こさないためには、同じタイ

ミングで日本国民もワクチンの投与
が始まらなければならないと思いま
す」。
また、１２年前、２００９年５月
１１日、予算委員会では、「アジアで
ワクチンをつくれるのは日本だけで
す。多くのワクチンを備蓄していれ
ば、他国に対してもある程度の配慮
ができるものですから、ここのとこ
ろをしっかりと今後努力して頂かな
ければならないと考えております。」
と、政府に対応を求めています。当
時からワクチン開発は国の安全保障
であり、他国に先駆けて開発するこ
とは、我が国の立場を優位にすると
考えていました。
２００９年の弱毒性新型インフル
エンザの流行が収束した２０１０年
６月、尾身先生もメンバーであった
政府の有識者会議の報告書は、「国家
の安全保障という観点から、ワクチ
ン製造業者の支援や開発の推進、生

産体制の強化」を提言しています。
そして、１０００億円の予算で、
２０１１年８月、新型インフルエン
ザワクチンを量産する３つの新工場
が具体的に予算化（箇所付け）され
ました。その一つが、北里大学メデ
ィカルセンター（北本市）に隣接す
る新型インフルエンザワクチンの開
発・生産を行うための第一三共バイ
オテック社の工場です。
しかし、その後、有識者会議の提
言は生かされず、国のワクチン開発
への体制整備は進みませんでした。
ワクチン製造の新工場を稼働させた
それぞれの企業は、新たな感染症の
流行に備えて、使わない設備でも維
持しなければなりませんでした。し
かし、毎年数億円かかる費用に政府
の支援はありません。すべてが企業
負担になったのです。企業の努力に
よって工場を維持してきたことで、
今回、アストラゼネカ社のワクチン

中国出張最終日、武漢天河国際空
港から香港に向かった２０２０年１
月１５日の８日後に武漢は都市閉鎖
となりました。武漢で、大手日系企
業の責任者の皆さまと懇談、武漢市
にある世界で５番目に大きいイオン
モールを視察、ホンダの最新鋭工場
を見学、武漢大学の研究者とミーティ
ング、長江の武漢新港で中欧班列
（ヨーロッパへの物流）を実感、そし
て、衛星画像を使って穀物の収穫量

を予測するベンチャー企業で意見交
換をした際も、普通の日常で、新型
コロナウイルス感染症についての話
題は影も形もありませんでした。私
の武漢離脱の３日後に、年に一回行
われる４万世帯が参加する大宴会が
行われ、感染爆発が起きたのでした。
感染爆発は、突然にウワッと感染が
顕在化するのです。
現在の感染の動向に危機感を持っ

ています。私たちは、マスクをしたり、
距離を保って生活しているので、感
染爆発が起きていないだけなのです。

今、何が起きているのか

この１年間、政府分科会 尾身茂会長とは、
その都度、感染の認識と対策について議論を
深めてきました。先生には、政治が責任を取
りますので、専門家としての忌憚ない発言を
お願いしています。

が承認されれば、充填（小分け瓶詰め）
は、北本市にある第一三共の工場を
活用して行えるようになります。
新型コロナウイルスワクチンを自
国で開発した国は、米国、英国、中国、
ロシアです。自国の安全保障のため
に、他国に依存することを明らかに
回避したのでした。その上、外交上
の手段として使っています。人口の
６割がワクチン接種を終わらせたイ
スラエル、５割の英国、４割の米国
では、感染の広がりが収まりつつあ
ります。経済も回復しつつあるとの
報道もあります。まだ、人口の２％
しか接種が済んでいない我が国は、
変異株が広がる中で緊急事態宣言の
発出など経済活動をさらに制限する
必要が出てきています。

変異株流行への対策について

これまで本レポートで指摘してき
たように社会経済活動は供給できる

医療資源に制約されます。特に変異
株が流行の主体になったのでこれま
での対策を超えた対応が求められて
います。厚生労働省も一所懸命に努
力しているのですが、既存の枠組み
の中での対応なので柔軟に対処でき
ていないと思われます。
そこで、民間病院が感染症病床を
増床することへの誘導策、国の医療
施策との整合性、今後の安全保障へ
の備えを盛り込んで、病床確保のた
めに、以下を提言したいと考えてい
ます。忌憚ないご意見を頂ければ幸
いです。

①新型感染症患者を受け入れるには、多くの病
床を潰して対応する病床を作る必要があり経営
を圧迫する。従って、罹患した方のために病床を
整備した病院には、整備に要した費用と一昨年
の診療報酬見合いを概算で支払う。協力頂いた
病院には、今回確保して頂いた病床は、今後、特
別枠として現状の病床に加算し、新型コロナウ
イルス感染症が収まれば一般病床として使用す
ることも認める。ただし病床を新設しても、医

師、看護師を確保しないと稼働しないので、稼
働できた病床を加算の対象にする。病院側に医
療従事者の確保をお願いしますが、相応の金額
は国が負担することとする。
②は、次の基準病床数の見直しでは、都道府県
毎の病床は従来通りの算定式で算出する。都道
府県は、まず、県全体の基準病床数から今回新
型感染症病床として協力頂いた数を引いて病院
毎の病床を算定する。その後、今回確保頂いた
新型感染症病床数を各病院の特別枠として加
算する。特別枠は普段は一般病床として使用す
るが、新たに新型感染症が流行した際には、感
染症対応病床として拠出願う。国の安全保障上
の観点から対象となる病床には、国からの助成
を措置する。

私の事務所では、夏休みや春休みに大学生の
インターンシップ生を受け入れています。イ
ンターンシップとは学生が企業や団体で仕事
を通して就業経験を積むことです。この春休
みも１年生が参加し、議員会館での役所との
打ち合わせに同席したり、委員会の傍聴や地
元でのレポート配布など多岐にわたる活動を
行いました。入学してから１年間、大学に行
くことなく、オンライン授業のみだったそう
です。初めての社会経験を通して逞しくなっ
ています。

感染力が高い変異株に置き換わって
いることは、これまでの対策では効
果が期待できない状況が生じており、
感染爆発に近い形で感染が広がって
いると思えるのです。私は、自主的
に抗原検査で陰性を確認してから出
張しています。ＰＣＲ検査を希望者に
は無料で受けられるようにすること
や抗原検査キットを無料配布するな
どで、自主的に検査と隔離を促すこ
とが現時点でも必要と考えますので、
所属する厚生労働委員会で提案して
行きます。

（裏面へ）

衆議院議員 大島 あつし
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